
昨年は新型コロナウイルス感染症が社会に大きな影響を及ぼした一年となりました。 

本区では各種対策を講じ、感染拡大を防ぐように努めておりますので、皆さまのご協力を 

お願いいたします。 

本地区においては、昨年換地処分の公告を行い、登記の書き換えを完了しました。 

本年は清算金の徴収・交付を予定しております。 

本年も皆さまのご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 
 

土木部長 立原 直正 
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北小岩一丁目東部地区 

あけましておめでとうございます 

本年もよろしくお願いいたします 

 

には「清算金徴収方法申出書」を、交付の方には「清算金等交付通知書」と「請求書兼支払金 

口座振替依頼書」を同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。 

徴収・交付開始時期については、令和３年２月頃を予定しています。 

清算金の手続き書類をご提出願います 
令和２年 12 月 24 日付で「清算金等金額通知書」を送付させていただきました。併せて徴収の

方には「清算金徴収方法申出書」を、交付の方には「清算金等交付通知書」と「請求書兼支払金口

座振替依頼書」を同封しておりますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。 

令和２年 10 月 9 日に行いました換地処分の公告を踏まえ、進めておりました登記の書き換え 

について、令和２年 12 月９日、「登記完了の公告」を行いました。 

これにより、権利者の皆さまに通知したとおり、換地処分の公告の翌日から停止されていました 

一般の登記事務が再開されました。 

◆◇ 登記の書き換えが完了しました ◇◆ 

 

＜お問い合わせ先＞※電話でのお問い合わせは、平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間にお願いします。 
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